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2004 年 8 月 5 日 

アジア開発銀行 理事 大村 雅基 様 
 

第三期チャシュマ右岸灌漑プロジェクトのインスペクションに関して 
理事会において政策違反を明確化するよう要請する意見書 

 
2003 年 4 月 2 日の理事会決議において承認されたパキスタンの第三期チャシュマ右

岸灌漑プロジェクト（CRBIP-III）のインスペクションについて、要請書を書かせていた

だきます。 
 
2004 年 6 月 10 日に、理事会インスペクション委員会（BIC）に提出されたパネルのレポ

ートにおいて、パネルは、CRBIP-III において 6 つの政策違反があったことを指摘して

います。一方で ADB 事務局は、政策違反はなかったと主張しており、現段階におい

て、政策違反の有無については、パネルと事務局はまったく正反対の判断を行ってお

ります。 
 
前回のサムットプラカン汚水処理プロジェクト（タイ）におけるインスペクションにおいて

も、パネルが政策違反を指摘したにもかかわらず、最終的に、理事会は政策違反を明

確にしませんでした。これに対し、国際的な NGO の間で批判の声が高まりました。この

ようなことが繰り返されれば、ADB は自ら政策違反を判断することができない機関とし

て、アカウンタビリティが疑問視されることは間違いないでしょう。 
 
したがって、理事会は、公的な国際金融機関である ADB のアカウンタビリティを確保

するために、理事会においてパネルの指摘した 6 つの政策違反の有無を明確にする

よう要請いたします。 
 
ご検討、よろしくお願い致します。 
 
「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 
田辺有輝 
 
CC： 
財務省国際局開発機関課長 木原隆司 様 
財務省国際局開発機関課長補佐 日向俊一 様 
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